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ネ ッ ト ワ ー ク セ キ ュ リ テ ィ 利 用 規 約 の 一 部 改 正 
[ 改 正 ] [ 現 行 ] 

第1条（略） 
 
第2条（用語の定義） 
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。 
①利用契約︓当社から本サービスの提供を受けるための本規約及びPCセキュリティ利用規約に基づく契約をいいます。 
②本サービス契約者︓当社との間で利用契約を締結した者をいいます。 
③本サービスサイト︓ 
本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト＜
https://www.docomo.ne.jp/service/network_security/＞（当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその
URLを変更した場合は、変更後のURLとします。）をいいます。 
④PCセキュリティサービス︓本サービスのうち、本規約及びPCセキュリティ利用規約に基づき提供されるサービスをいいます。 
⑤PCセキュリティ利用規約︓本サービスのうち、PCセキュリティ powered by McAfeeサービスに適用される利用条件を定めた規約で
ある「PCセキュリティ powered by McAfeeサービス利用規約」をいいます。 
⑥5G／Xi／FOMA／IP通信網契約︓当社が別途定める5Gサービス契約約款若しくはXiサービス契約約款若しくはFOMAサービス
契約約款若しくはIP通信網サービス契約約款（以下総称して「契約約款」といいます。）に基づく5G契約又はXi契約若しくはXiユビキ
タス契約又はFOMA契約若しくはFOMAユビキタス契約又はIP通信網契約をいいます。 
⑦ドコモ回線契約者︓当社との間で、5G／Xi／FOMA／IP通信網契約を締結しているお客さまをいいます。 
⑧ペア回線︓当社が別途定める提供条件書「ドコモ光基本プラン」に規定する「ペア回線」と同義とします。 
 
 
 
 
 
 
第3条（本サービスの内容等） 
(1)本サービスは、次の各号に掲げるサービスを提供することを内容とし、その詳細は、本サービスサイト上に定めるとおりとします。本サービ
スのご利用については、本規約のほか、PCセキュリティサービスにはPCセキュリティ利用規約がそれぞれ適用されます。 
PCセキュリティサービス 
(2)本規約とPCセキュリティ利用規約との内容が、それぞれ、矛盾又は抵触する場合は、本規約の内容が優先して適用されるものとしま
す。 
(3)PCセキュリティサービスは、ドコモ回線契約者のうち、当社が別途定めるdアカウント規約又はビジネスdアカウント規約に基づき当社が
発行したドコモ回線dアカウント又はドコモ回線ビジネスdアカウントのID及びパスワードをお持ちのお客さまに限り、ご利用いただけます。 
 
 
 
 
 
 
第4条（利用契約の成立） 
(1)本サービスの利用契約は次項以下に定める方法により成立するものとします。 
(2)本サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約及びPCセキュリティ利用規約（以下「本規約等」といい
ます。）の内容に同意のうえ、PCセキュリティ利用規約所定の方法により申込みを行うものとします。本サービスへのお申込みがされた時
点で、申込者は、本規約等に同意したものとみなします。 
(3)本サービス契約は、PCセキュリティ利用規約所定の条件に従い、PCセキュリティ利用規約所定の時点をもって、当該申込者と当社と
の間において成立するものとします。 

第1条（略） 
 
第2条（用語の定義） 
本規約において、次の各号に掲げる用語の意味は、当該各号に定めるとおりとします。 
①利用契約︓当社から本サービスの提供を受けるための本規約、光ルーターセキュリティ利用規約及びPCセキュリティ利用規約に基づく
契約をいいます。 
②本サービス契約者︓当社との間で利用契約を締結した者をいいます。 
③本サービスサイト︓ 
本サービスに関する情報を掲載した当社のインターネットウェブサイト＜
https://www.docomo.ne.jp/service/network_security/＞（当該URL配下のインターネットウェブサイトを含み、当社がその
URLを変更した場合は、変更後のURLとします。）をいいます。 
④光ルーターセキュリティサービス︓本サービスのうち、本規約及び光ルーターセキュリティ利用規約に基づき提供されるサービスをいいま
す。 
⑤光ルーターセキュリティ利用規約︓本サービスのうち、光ルーターセキュリティサービスに適用される利用条件を定めた規約である「光ルー
ターセキュリティご利用規約」をいいます。 
⑥PCセキュリティサービス︓本サービスのうち、本規約及びPCセキュリティ利用規約に基づき提供されるサービスをいいます。 
⑦PCセキュリティ利用規約︓本サービスのうち、PCセキュリティ powered by McAfeeサービスに適用される利用条件を定めた規約で
ある「PCセキュリティ powered by McAfeeサービス利用規約」をいいます。 
⑧5G／Xi／FOMA／IP通信網契約︓当社が別途定める5Gサービス契約約款若しくはXiサービス契約約款若しくはFOMAサービス
契約約款若しくはIP通信網サービス契約約款（以下総称して「契約約款」といいます。）に基づく5G契約又はXi契約若しくはXiユビキ
タス契約又はFOMA契約若しくはFOMAユビキタス契約又はIP通信網契約をいいます。 
⑨ドコモ回線契約者︓当社との間で、5G／Xi／FOMA／IP通信網契約を締結しているお客さまをいいます。 
⑩ペア回線︓当社が別途定める提供条件書「ドコモ光基本プラン」に規定する「ペア回線」と同義とします。 
 
第3条（本サービスの内容等） 
(1)本サービスは、次の各号に掲げるサービスを提供することを内容とし、その詳細は、本サービスサイト上に定めるとおりとします。本サービ
スのご利用については、本規約のほか、光ルーターセキュリティサービスについては光ルーターセキュリティ利用規約、PCセキュリティサービス
にはPCセキュリティ利用規約がそれぞれ適用されます。 
①光ルーターセキュリティサービス 
②PCセキュリティサービス 
(2)本規約と光ルーターセキュリティ利用規約、又は本規約とPCセキュリティ利用規約との内容が、それぞれ、矛盾又は抵触する場合
は、本規約の内容が優先して適用されるものとします。 
(3)光ルーターセキュリティサービスは、光ルーターセキュリティ利用規約所定の基本機能のみをご利用いただく場合を除き、当社とIP通信
網サービス約款に基づき締結している回線契約（以下「IP通信網サービス回線契約」といいます。）のお客さまに限ってご利用いただけ
ます。また、PCセキュリティサービスは、ドコモ回線契約者のうち、当社が別途定めるdアカウント規約又はビジネスdアカウント規約に基づき
当社が発行したドコモ回線dアカウント又はドコモ回線ビジネスdアカウントのID及びパスワードをお持ちのお客さまに限り、ご利用いただけ
ます。 
 
第4条（利用契約の成立） 
(1)本サービスの利用契約は次項以下に定める方法により成立するものとします。 
(2)本サービスの利用を希望する者（以下「申込者」といいます。）は、本規約、光ルーターセキュリティ利用規約及びPCセキュリティ利
用規約（以下「本規約等」といいます。）の内容に同意のうえ、光ルーターセキュリティ利用規約又はPCセキュリティ利用規約所定の方
法により申込みを行うものとします。本サービスへのお申込みがされた時点で、申込者は、本規約等に同意したものとみなします。 
(3)本サービス契約は、光ルーターセキュリティ利用規約又はPCセキュリティ利用規約所定の条件に従い、光ルーターセキュリティ利用規
約又はPCセキュリティ利用規約所定の時点をもって、当該申込者と当社との間において成立するものとします。 
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第5条（利用料金及び支払方法） 
(1)本サービスの利用に係る料金（以下「利用料」といいます。）は、次項以下に定めるとおりとします。 
(2)本サービスの利用料は、月額385円(税込)とします。 
(3)～(7)（略） 
(8)本契約者が、PCセキュリティ利用規約所定の方法により本サービスの利用申し込みを行った5G／Xi／FOMA／IP通信網契約(以
下「対象回線契約」といいます。)について、次の各号に掲げる条件を満たす場合、当該条件を満たしている期間（当該条件を満たさな
くなった日を除きます。）における利用料は、当該各号に掲げる金額とします。 
①本サービスと同時に、当社がデジタル機器補償サービスご利用規約に従い提供する「デジタル機器補償サービス」及び当社がネットトー
タルサポート利用規約に従い提供する「ネットトータルサポート」のすべての契約を締結している場合（以下、この条件を「あんしんパックホ
ーム適用条件」といいます。）︓242円(税込) 
②本サービスと同時に、前号に掲げる契約のほか、当社がケータイ補償サービスご利用規約に従い提供する「ケータイ補償お届けサービ
ス」、「ケータイ補償サービス」又は「ケータイ補償サービスfor iPhone & iPad」（それぞれ予約を含み、ケータイ補償お届けサービスにお
いては月額料金418円(税込)又は308円(税込)で契約している場合に限ります。）、当社があんしん遠隔サポートご利用規約に従い
提供する「あんしん遠隔サポート」及び当社があんしんセキュリティご利用規約に従い提供する「あんしんセキュリティサービス」の「本有料契
約」のすべてを締結している場合︓220円(税込) 
なお、対象回線契約であるIP通信網契約において本サービスと同時に前号に掲げるすべての契約を締結している場合であって、当該IP
通信網契約のペア回線の利用に係る契約（以下「ペア回線契約」といいます。）において、本号に定めるすべての契約（前号に掲げる
契約を除きます。）を締結している場合についても、それらのすべての契約が存続している限りにおいて、当該対象回線契約であるIP通
信網契約が本号に掲げる条件を満たしているものとして取り扱うものとします。 
③本サービスと同時に、対象回線契約を当社が別途定める5Gサービス約款及び提供条件書「料金プラン（home 5G）」で規定する
利用上の条件に従って提供する料金プラン「home 5G プラン」により利用し、かつ当社がケータイ補償サービスご利用規約に従い提供
する「ケータイ補償サービス」の契約又は当社がsmartあんしん補償サービスご利用規約に従い提供する「smartあんしん補償」の契約を
締結している場合（以下、この条件を「home 5Gパック適用条件」といいます。）︓220円(税込) 
④本サービスと同時に、当社がsmartあんしん補償ご利用規約に従い提供する「smartあんしん補償」及び当社がネットトータルサポー
ト利用規約に従い提供する「ネットトータルサポート」のすべての契約を締結している場合（以下、この条件を「homeあんしんパック適用
条件」といいます。）︓242円(税込) 
(9)～(14)（略） 
 
 
 
第6条（利用契約の終了） 
利用契約は、PCセキュリティ利用規約所定の解約、解除その他の終了事由に該当した場合に、終了するものとします。 
 
 
第7条（略） 
 
第8条（本サービスの提供の中断等） 
当社は、PCセキュリティ利用規約所定の場合に、本サービスの全部又は一部の提供を、中断、中止等する場合があります。 
 
 
第9条～第12条（略） 
 
第13条（損害賠償） 
(1)当社が本サービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が本サービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常
生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます。）に限られるものとし、かつ、1か月分の利用料（本サービス契約者が当該料金を無料と
する施策の適用を受ける場合は、当該施策適用前の料金とします。）相当額を上限とします。 
(2)当社の故意又は重大な過失により本サービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。 

 
第5条（利用料金及び支払方法） 
(1)本サービスの利用に係る料金（以下「利用料」といいます。）は、次項以下に定めるとおりとします。但し、本サービスのうち、光ルータ
ーセキュリティ利用規約所定の基本機能のみをご利用になるお客さまは、利用料はかかりません。 
(2)本サービスの利用料は、月額385円(税込)とします。 
(3)～(7)（略） 
 
(8)本契約者が、光ルーターセキュリティ利用規約又はPCセキュリティ利用規約所定の方法により本サービスの利用申し込みを行った5G
／Xi／FOMA／IP通信網契約(以下「対象回線契約」といいます。)について、次の各号に掲げる条件を満たす場合、当該条件を満た
している期間（当該条件を満たさなくなった日を除きます。）における利用料は、当該各号に掲げる金額とします。 
①本サービスと同時に、当社がデジタル機器補償サービスご利用規約に従い提供する「デジタル機器補償サービス」及び当社がネットトー
タルサポート利用規約に従い提供する「ネットトータルサポート」のすべての契約を締結している場合（以下、この条件を「あんしんパックホ
ーム適用条件」といいます。）︓242円(税込) 
②本サービスと同時に、前号に掲げる契約のほか、当社がケータイ補償サービスご利用規約に従い提供する「ケータイ補償お届けサービ
ス」、「ケータイ補償サービス」又は「ケータイ補償サービスfor iPhone & iPad」（それぞれ予約を含み、ケータイ補償お届けサービスにお
いては月額料金418円(税込)又は308円(税込)で契約している場合に限ります。）、当社があんしん遠隔サポートご利用規約に従い
提供する「あんしん遠隔サポート」及び当社があんしんセキュリティご利用規約に従い提供する「あんしんセキュリティサービス」の「本有料契
約」のすべてを締結している場合︓220円(税込) 
なお、対象回線契約であるIP通信網契約において本サービスと同時に前号に掲げるすべての契約を締結している場合であって、当該IP
通信網契約のペア回線の利用に係る契約（以下「ペア回線契約」といいます。）において、本号に定めるすべての契約（前号に掲げる
契約を除きます。）を締結している場合についても、それらのすべての契約が存続している限りにおいて、当該対象回線契約であるIP通
信網契約が本号に掲げる条件を満たしているものとして取り扱うものとします。 
③本サービスと同時に、対象回線契約を当社が別途定める5Gサービス約款及び提供条件書「料金プラン（home 5G）」で規定する
利用上の条件に従って提供する料金プラン「home 5G プラン」により利用し、かつ当社がケータイ補償サービスご利用規約に従い提供
する「ケータイ補償サービス」の契約又は当社がsmartあんしん補償サービスご利用規約に従い提供する「smartあんしん補償」の契約を
締結している場合（以下、この条件を「home 5Gパック適用条件」といいます。）︓220円(税込) 
④本サービスと同時に、当社がsmartあんしん補償ご利用規約に従い提供する「smartあんしん補償」及び当社がネットトータルサポー
ト利用規約に従い提供する「ネットトータルサポート」のすべての契約を締結している場合（以下、この条件を「homeあんしんパック適用
条件」といいます。）︓242円(税込) 
(9)～(14)（略） 
 
第6条（利用契約の終了） 
利用契約は、光ルーターセキュリティ利用規約又はPCセキュリティ利用規約所定の解約、解除その他の終了事由に該当した場合に、終
了するものとします。 
 
第7条（略） 
 
第8条（本サービスの提供の中断等） 
当社は、光ルーターセキュリティ利用規約又はPCセキュリティ利用規約所定の場合に、本サービスの全部又は一部の提供を、中断、中
止等する場合があります。 
 
第9条～第12条（略） 
 
第13条（損害賠償） 
(1)当社が本サービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合であっても、当社が本サービス契約者に対して負う責任の範囲は、通常
生ずべき直接の損害（逸失利益を除きます。）に限られるものとし、かつ、1か月分の利用料（本サービス契約者が当該料金を無料と
する施策の適用を受ける場合は、当該施策適用前の料金とします。）相当額を上限とします。 
(2)当社の故意又は重大な過失により本サービス契約者に損害を与えた場合は、前項の定めは適用しません。 
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(3)当社が本サービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合の条件については、前二項に定めるほか、PCセキュリティ利用規約が適
用されるものとします。 
 
第14条～第17条（略） 
 
附則（2023 年11月30日） 
本規約は、2024 年3月11日から実施します。 

(3)当社が本サービス契約者に対して損害賠償責任を負う場合の条件については、前二項に定めるほか、光ルーターセキュリティ利用規
約又はPCセキュリティ利用規約が適用されるものとします。 
 
第14条～第17条（略） 

 


